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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラジエータ（１０）に冷却風を送風する送風機（３０）と、
　前記送風機（３０）にて誘起された風が前記ラジエータ（１０）を迂回して流れること
を防止するシュラウド（４１）、及び前記ラジエータ（１０）の外周部の全周を覆うとと
もに、内部が前記シュラウド（４１）と連続的に繋がったダクト部（４２）が一部材とし
て一体形成されたダクトシュラウド（４０）とを備え、
　前記ダクト部（４２）は、前記ラジエータ（１０）の外周部の全周にわたって、前記ラ
ジエータ（１０）を超えて車両後方側から車両前方側へと延びており、
　前記ラジエータ（１０）は前記ダクトシュラウド（４０）に固定され、
　さらに、前記ダクトシュラウド（４０）は、弾性部材（５０）を介して車両ボディ側に
固定されていることを特徴とする車両のフロントエンド構造。
【請求項２】
　前記ラジエータ（１０）は、前記車両ボディに対して前記ダクトシュラウド（４０）に
同位相にて振動変位するように、前記ダクトシュラウド（４０）に一体化されていること
を特徴とする請求項１に記載の車両のフロントエンド構造。
【請求項３】
　前記弾性部材（５０）は、前記ダクトシュラウド（４０）のうち前記ダクト部（４２）
の上下両端側に設けられたピン状の取り付け部（４３）に装着されていることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の車両のフロントエンド構造。
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【請求項４】
　前記ラジエータ（１０）は前記ダクトシュラウド（４０）に締結固定されていることを
特徴とする請求項１記載の車両のフロントエンド構造。
【請求項５】
　前記ラジエータ（１０）は前記ダクト部（４２）に車両後方側から締結固定されている
ことを特徴とする請求項４記載のフロントエンド構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両のフロントエンド構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
一般的な、車両のフロントエンド構造では、送風機にて誘起された風がラジエータを迂回
して流れることを防止するためにシュラウドを設けているが、このシュラウドは、ラジエ
ータと送風機と繋ぐ一種の空気通路を構成するものであるので、送風機にて誘起された風
は確実にラジエータを通過するものの、ラジエータと車両ボディとの隙間を流れてしまう
走行風まではラジエータに導くことができない。
【０００３】
そこで、発明者等は、図３に示すように、シュラウド４１の端部のうちラジエータ１０側
の端部を、ラジエータ１０を越えて風上側である車両前方側まで延長するダクト部４２を
シュラウド４１に一体形成することにより、従来、ラジエータと車両ボディとの隙間を流
れてラジエータを迂回していた空気をラジエータに導き、ラジエータの冷却能力の向上を
図ったフロントエンド構造を検討したが、以下に述べる問題が新たに発生した。
【０００４】
すなわち、ラジエータは内部に冷却水が充満しているので、冷却水を含めたラジエータの
質量は大きい。このため、車両振動によりラジエータが振動すると車両全体に大きな振動
が発生するとともに、ラジエータ自体が振動により疲労破壊するおそれがある。
【０００５】
そこで、通常、ラジエータをゴム等の弾性部材を介して車両ボディに固定することにより
、ラジエータの振動を吸収するとともに、ラジエータを動吸振器の錘として作用させるこ
とによりエンジン振動等の車両振動を吸収している。
【０００６】
このため、図４に示すように、ダクト部４２に弾性部材５０との干渉を避けるための切り
欠きを設ける、又はダクト部４２とラジエータ１０との間にラジエータを装着することが
できる程度の隙間を設けるといった手段を講ずる必要が発生してしまった。
【０００７】
そして、この切り欠き又は隙間を通って空気がラジエータを迂回して流れてしまうため、
ダクト部を設けてもラジエータの冷却能力を十分に向上させることができなかった。
【０００８】
また、切り欠き又は隙間を通って空気がラジエータを迂回して流れてしまうことを防止す
べく、切り欠き又は隙間を小さくすると、ラジエータの車両への組み付け性が悪化し、フ
ロントエンド構造部の組み付け工数の増大を招いてしまうという問題が新たに発生する。
【０００９】
本発明は、上記点に鑑み、上記問題を解決しつつ、ダクト部をシュラウドに一体形成して
ラジエータの冷却能力の向上させることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明では、ラジエータ（１０
）に冷却風を送風する送風機（３０）と、送風機（３０）にて誘起された風がラジエータ
（１０）を迂回して流れることを防止するシュラウド（４１）、及びラジエータ（１０）
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の外周部の全周を覆うとともに、内部がシュラウド（４１）と連続的に繋がったダクト部
（４２）が一部材として一体形成されたダクトシュラウド（４０）とを備え、ダクト部（
４２）は、ラジエータ（１０）の外周部の全周にわたって、ラジエータ（１０）を超えて
車両後方側から車両前方側へと延びており、ラジエータ（１０）はダクトシュラウド（４
０）に固定され、さらに、ダクトシュラウド（４０）は、弾性部材（５０）を介して車両
ボディ側に固定されていることを特徴とする。
【００１１】
これにより、ダクト部（４２）に弾性部材（５０）との干渉を避けるための切り欠きを設
ける、又はダクト部（４２）とラジエータ（１０）との間にラジエータ（１０）を装着す
ることができる程度の隙間を設けるといった手段を講ずる必要がない。
【００１２】
したがって、切り欠き又は隙間を通って空気がラジエータ（１０）を迂回して流れてしま
うといった問題は原理的に発生しないので、フロントエンド構造の組み付け工数増を招く
ことなく、ラジエータ（１０）の冷却能力の向上させることができる。
【００１３】
なお、請求項２に記載の発明のごとく、ラジエータ（１０）は、車両ボディに対してダク
トシュラウド（４０）に同位相にて振動変位するように、ダクトシュラウド（４０）に一
体化されることが望ましい。
【００１４】
　また、請求項３に記載の発明のごとく、弾性部材（５０）は、ダクトシュラウド（４０
）のうちダクト部（４２）の上下両端側に設けられたピン状の取り付け部（４３）に装着
されることが望ましい。また、請求項４に記載の発明の如く、ラジエータ（１０）はダク
トシュラウド（４０）に締結固定されていることが望ましい。さらに、請求項５に記載の
発明のごとく、ラジエータ（１０）はダクト部（４２）に車両後方側から締結固定されて
いることが望ましい。
【００１５】
因みに、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示す一例である。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図１は本実施形態に係る車両のフロントエンド構造を示す分解斜視図であり、図２はラジ
エータとダクトシュラウドとの固定構造を示す模式図である。
【００１７】
図１中、ラジエータ１０はエンジン冷却水と空気とを熱交換する熱交換器であり、ラジエ
ータ１０の風上側には、空調装置の室外熱交換器であるコンデンサ２０が搭載される。な
お、コンデンサ２０は、図２に示すように、ボルト２１等の機械的締結手段によりラジエ
ータ１０のヘッダタンク１１に着脱可能に固定されている。
【００１８】
送風機３０は、ラジエータ１０より風下側に配置されてラジエータ１０及びコンデンサ２
０に冷却風を送風する軸流ファン方式のものであり、シュラウド４１は、送風機３０の外
周側及びラジエータ１０と送風機３０との隙間を覆うようにして、送風機３０にて誘起さ
れた風がラジエータ１０を迂回して流れることを防止する一種のカバーであり、送風機３
０はシュラウド４１を介して車両ボディに固定される。
【００１９】
ダクト部４２は、図１に示すように、ラジエータ１０及びコンデンサ２０の外周部を覆う
ようにして、シュラウド４１の端部のうちラジエータ１０側端部を、ラジエータ１０を越
えて風上側である車両前方側まで延長した矩形パイプ状のものであり、その内部は、図２
に示すように、シュラウド４１と連続的に繋がっている。
【００２０】
そして、本実施形態では、シュラウド４１及びダクト部４２を炭素繊維やガラス繊維等に
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て機械的強度が強化された樹脂にて一体成形することにより両者４１、４２を一体化して
いる。以下、この一体化されたものをダクトシュラウド４０と呼ぶ。
【００２１】
また、ラジエータ１０は、ボルト１２等の機械的締結手段によりダクトシュラウド４０の
ダクト部４２に一体化されている。つまり、ラジエータ１０は、ダクトシュラウド４０に
対して一体化されているため、ラジエータ１０は車両ボディに対してダクトシュラウド４
０に同位相にて振動変位することとなる。
【００２２】
一方、ダクトシュラウド４０のダクト部４２には、ゴム等の弾性材料からなる弾性部材と
してのグロメット５０を装着するためのピン状の取り付け部４３が一体形成されている。
【００２３】
なお、取り付け部４３は、ダクト部４２の上下両端側それぞれに２カ所、合計４カ所設け
られおり、図１に示すように、下端側のグロメット５０は車両ボディの一部をなすロアメ
ンバー６１に形成された装着穴６１ａに挿入装着され、一方、上端側のグロメット５０は
車両ボディの一部をなすアッパーメンバー６２に形成された装着穴６２ａに挿入装着され
る。
【００２４】
因みに、ロアメンバー６１は車両ボディの一部をなすサイドメンバー６３にボルト又は溶
接にて固定され、アッパメンバー６２は、下端側のグロメット５０を装着穴６１ａに挿入
装着した後、上端側のグロメット５０が装着穴６２ａに挿入されるようにして車両ボディ
にボルトにて固定する。
【００２５】
次に、本実施形態の作用効果を述べる。
【００２６】
上記した構成により、ラジエータ１０が固定されたダクトシュラウド４０がグロメット５
０を介して車両ボディ側に固定される構造となるので、図１、２から明らかなように、ダ
クト部４２にグロメット５０との干渉を避けるための切り欠きを設ける、又はダクト部４
２とラジエータ１０との間にラジエータ１０を装着することができる程度の隙間を設ける
といった手段を講ずる必要がない。
【００２７】
したがって、切り欠き又は隙間を通って空気がラジエータ１０を迂回して流れてしまうと
いった問題は原理的に発生しないので、フロントエンド構造の組み付け工数増を招くこと
なく、ラジエータ１０の冷却能力の向上させることができる。
【００２８】
（その他の実施形態）
上述の実施形態では、ダクトシュラウド４０を樹脂にて一体成形したが、本発明はこれに
限定されるものではなく、例えばアルミダイカスト等の金属鍛造、又はプレス成形等の塑
性加工にて一体形成する等してもよい。
【００２９】
また、上述の実施形態では、送風機３０はラジエータ１０の風下側に設置されていたが、
本発明はこれに限定されるものではなく、送風機３０をラジエータ１０の風上側に設置し
もよい。
【００３０】
また、上述の実施形態では、軸流ファンを用いた送風機３０を採用したが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、例えば貫流ファンにて送風機３０を構成しもよい。なお、軸
流ファン及び貫流ファンの定義は、ＪＩＳ　Ｂ　０１３２による。
【００３１】
また、上述の実施形態では、グロメット５０はダクトシュラウド４０に装着されていたが
、本発明はこれに限定されるものではなく、車両ボディ側にグロメット５０を装着した状
態で、グロメット５０を介してダクトシュラウド４０を車両ボディに固定してもよい。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る車両のフロントエンド構造を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係るラジエータとダクトシュラウドとの固定構造を示す模式
図である。
【図３】検討品に係るラジエータとダクトシュラウドとの固定構造を示す模式図である。
【図４】検討品に係るラジエータとダクトシュラウドとの固定構造を示す斜視図である。
【符号の説明】
３０…送風機、４０…ダクトシュラウド、４１…シュラウド、
４２…ダクト部、５０…グロメット。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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